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平成２９年度法人本部事業報告 

1.はじめに 

２９年度を振り返りますと、トランプ氏がアメリカ大統領に就任や北朝鮮情勢の悪化に

よる北海道上空横断するミサイルを発射するなど緊張感がありましたが、その後オリンピ

ックを境に南北融和ムードや米朝会談が予定されるなど激動の年度となりました。 

政治、経済等については、昨年を振り返りますと、この 5 年間、アベノミックス「改革

の矢」を打ち続けたことによって、GDP は過去最高となり企業利益は過去最高水準にな

り、国民生活に最も大切な雇用についても大きく改善し、正規職員の有効求人倍率も調査

開始以来初めて 1 倍を超えるなど改善が見られました。 

国においては、この経済成長を確かなものとし、持続的な経済成長を成し遂げる鍵は、

少子高齢化への対応であるとし、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうために、生産革

命と人づくり革命を車の両輪として、2020 年に取り組んでいくとしています。 

政府は社会の高齢化と人口減少、特に生産年齢人口の減少の中で人手不足が顕在化して

いる状況を踏まえ、「一億総活躍社会」の実現のため、働き方改革や子育て環境、介護環

境の整備に力点を置いたプラン策定を行った。そして介護人材確保のための処遇策とし

て、他産業との賃金格差解消を目指し、キャリアアップの仕組みの構築と賃金改善を行う

こととして、２９年度に臨時的に介護報酬をプラス改定しました。 

さらに、平成 29 年の介護保険制度改正では、地域包括ケアシステムを深化・推進して

いく観点からの見直しが行われ、「医療・介護の連携」「共生社会の実現に向けた取り組

み」などが推進されることになりました。 

一方、きすき福祉会では、創立２５年目の迎えた２９年度は、２９年４月施行の社会福

祉法人制度改革を柱とする社会福祉法の改正がなされ法人の新たな出発の年でもありまし

た。組織ガバナンスの強化、運営透明性の向上、財務規律強化、公益活動義務化を主眼と

する改正社会福祉法が本格的に稼働した年度になり、新定款に基づく理事会、評議委員会

の開催や社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の作成及び財務諸表等のホームベージで

の公開等を行い社会福祉法人としての体制作りや雲南市内１４法人による雲南市社会福法

連絡会と連携し、地域貢献へのより一層の対応も行う方向となりました。また職員処遇の

改善、人材の確保と育成の強化については処遇改善加算等を活用し職員の処遇改善を推進

しました。一時金の増額や臨時職員、パート職員の給与表の導入による賃金単価の改善、

諸手当の拡充、引き上げ等を実施しました。 

経営基盤の安定、強化については介護報酬の減少を抑えるため、各種加算の確保や各施

設の稼働率アップ等に取り組んできました。しかし報酬加算につながる看護職員などの専

門職の量的確保に向け計画的に募集を行ったが、結果としい及ばない部分も見られまし

た。また、デイサービス稼働率の低下、また短期入所も利用が減少する中さくら苑は稼働
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率が向上しました。 

サービス提供については、利用者の立場に立った「選ばれる施設づくり」地域から信頼さ

れる「地域とともに歩む施設づくり」健全経営を目指す「経営の基礎づくり」の３つの基本

目標に沿って、国の動向や利用者・地域のニーズの変化などを踏まえ、「質の高いサービス

の提供」と「健全経営の確立」をめざした取り組みを積極的に推進して参りました。 

そして、介護サービスの質の向上に向けての体制づくり、知識、技術の確立をめざし「看

取り」「認知症介護」「口腔ケア」などに取り組み地域の高齢者の安全安心を守るセーフティ

ネットの役割を果たすため、更に高品質な介護サービスの提供を心掛け、地域社会に貢献で

きるよう職員一丸となって取り組んでまいりました。 

 さらに４月より予防給付の内介護予防通所介護が第一号通所事業等、新しい介護予防・

日常生活支援総合事業への完全移行が実施されました。また緩和された訪問介護サービス

も新たなサービスとしてスタートすることになり、これらにサービスが順調に推移するよ

うに努めました。 

負担の見直しでは高額介護サービス費」の見直し（一般的な課税世帯上限月額を 37,200

円から 44,400 円に）17 年 8 月より実施され、また２号保険料（介護納付金）の総報酬割の

段階的導入、高額医療、介護療養制度の見直し等が行われました。 

迎えました本年は、介護報酬が、6 年に 1 度の診療報酬改定と同時改定となり、通常の介

護報酬改定以上に、医療と介護の連携を進めていくことが必要である中で介護報酬０．５

４％引き上げとなりました。 

今回の介護報酬改定の基本的な方向性としては、地域包括ケアシステムの推進、医療ニ

ーズへの対応等や自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、多様な人

材の確保と生産性の向上、介護サービスの適正化・重度化を通じた制度の安定性・持続可

能性の確保を柱としています。 

また、政府の推し進める「人づくり革命」の柱の一つに、介護離職ゼロに向けた介護人材

確保のため、他産業との賃金格差をなくすようさらなる処遇改善を行う方向となっていま

す。 

具体的には介護サービス事業所における勤続年数 10 年以上の介護福祉士について月額 8

万円相当(実質 3 万３千円)の処遇改善を行うとしていて、その財源として消費税１０％を

充て３１年１０月実施する予定としています。又、技能実習生に対して、在留資格「介

護」での受け入れの検討、など外国人人介護人材の受け入れの環境整備やイノベーション

（技術革新）による介護の生産性の向上が重要としています。 

１８年８月に現役並み所得者（単身で年収３８３万円以上）の所得のある高齢者の利用負

担を２割から３割に引き上げるなどの内容になっています。 

これらのことを踏まえ平成３０年度も引き続き中長期経営計画については、安定した経

営基盤の確立に向けて引き続き策定に取り組むとともに、着実な経営の実行に向けた経営

管理機能の強化を図っていかなければなりません。 
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きすき福祉会の各施設では今後介護サービスの質の評価の時代に入ることを視野に入れ、

介護サービスの質の向上に向けての体制づくり、知識、技術の確立を行う必要があります。

また介護の課題も「自立支援に向けた取り組み」「看取り」「認知症介護」「口腔ケア」など

多岐にわたりますが介護の専門領域として築きき上げていく必要があります。 

また、社会福祉法人の使命と役割を踏まえ、高い信頼性・公正性、透明性の確保に努め

つつ、ハード・ソフト面にわたる「経営体制の強化」及び「サービス向上を担う人材確の

確保と育成」に努めなければなりません。 

 福祉事業を取り巻く情勢は日々変化しており、厳しい経営状況が続いていますが-、顧客

満足度のアップを図ることが法人運営の基本である事を認識し、今後とも職員の待遇改

善、優秀な人材の確保、育成に努めるとともに、利用者ニーズに対応し、地域の高齢者福

祉事業の発展に貢献していきたいと考えています。２９年度特に以下の点に留意しながら

サービスの提供に努めました。 

1. 選ばれる施設づくり 

○理念に沿って適切な運営に努めるとともに、利用者ニーズの高度化、多様化してい

る中、利用者・家族・地域社会から信頼される施設づくりを推進するため、利用者

の意思や個性を尊重し、一層の創意と工夫により、「利用者本位のサービスの提

供」の取り組みを推進して参りました。 

○サービスの自己評価、第三者評価、満足度調査などを通じて、「サービスの質の確

保・向上」に取り組むとともに、事故防止や感染症対策、災害対策など「利用者の

安全確保とリスク対策」に万全を期すように努めました。 

特に土砂災害対策、地震対策については、非常時に迅速かつ的確に対応できるよ

うマニュアルの見直しや各部門の掲示板等に備え付ける等職員に周知徹底を図るよ

うに努めました。 

○今後のキーワードとされる「地域包括ケアシステムの構築」等に向けて、雲南市や

関係機関、団体等との連携を一層強化し、施設サービスや多様な在宅サービスの質

の向上に努め、高齢者サービスの拠点としての役割を果たしていくように努めて参

りました。 

２. 地域とともに歩む施設づくり 

  ○社会福祉法人としての役割として、地域における公益的取り組みの推進が求められ

る中、雲南地域社会福祉法人連絡会の設立に参加し、「地域貢献の取り組み」を実

施する体制を整えました。 

○地域との相互交流の機会の拡大やボランティアの積極的な受け入れ、専門機能の開

放など「地域交流・地域開放の推進」に努めました。 

３.経営の基盤づくり 

○経営の基盤づくりは、「健全経営の時代」にあって極めて重要な目標となるもので

あり、社会福祉法人の使命と役割を踏まえ、高い信頼性・公正性、透明性の確保に
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努めつつ、ハード・ソフト面にわたる「経営体制の強化」の取り組みを推進に努め

ました。 

○「財政基盤の強化」に向けては、施設改築やサービス拡充のための財源確保が必要

であることから、介護報酬の減少など厳しい状況の中、稼働率向上等による収入増

やコスト削減などにより施設整備等積立金の確保に取り組むとともに、適切な予算

管理や適性な会計処理に努めました。 

○「サービス向上を担う人材確の確保と育成」については、法人・事業所の情報発信

を強化しながら、引き続き職員の計画的な採用や処遇改善に努めるとともに、各種

研修の充実などに取り組む。特に、女性職員が家庭生活と職業生活を両立させ安心

して働き続けられるよう育児介護休業規則の見直しなど職場環境づくりに努めまし

た。 

1.事業報告まとめ 
介護保険制度を取り巻く状況が大きく変化している中で、団塊世代が ７５ 歳以 上と

なる ２０２５ 年や、団塊ジュニア世代が ６５ 歳以上となり、高齢者数がピークを迎え

る ２０４０ 年も見据えつつ、引き続き、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態

等の軽減・悪化の防止といった制度の理念を堅持し、質が高く必要なサービスを提供して

いくと同時に、財源と人材とをより重点的・効率的に活用する仕組みを構築することによ

り、制度の持続可能性を確保していくことが重要であるとしている。 

さらに、国及び都道府県が一体となって支えつつ、介護保険の保険者である市町村の保

険者機能を強化して いくことが必要であるとしている。 

このような状況の中、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正する

法律が成立しました。   

介護保険制度については、これまでの制度改正等においても、「地域包括ケアシステム 

の推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」に取り組んできたが、今後もこの２点 

をより深化・推進していく観点から、必要な見直しを進めていくことが適当であるとしてい

ます。  

この改正法には高齢者のみならず、障害者や子供等支援が必要な人を分野横断的に支え

る「地域共生社会」の推進に向けて社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正

が含まれていて、一部を除き平成３０年４月１日に施行されました。 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正する法律のポイントとし

て、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、

制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスを

提供することとしている。 

また、介護人材不足対策として、平成２９年度４月より臨時に介護報酬改定が行われ、キ
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ャリアアップの仕組みを構築し、月額１万円相当の処遇改善を実施するため１．１４％の介

護報酬改定が行われました。この介護報酬改定の基本的考え方として、事業者による昇給と

結びつい形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価する区分が新設され

ました。新設される区分の具体的内容については、現行の介護職員処遇改善加算(１)の算定

に必要な条件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の

基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けること等キャリアパス要件を設け、こ

れらをすべて満たすことを要することとしています。 

今後の介護保険制度の重要なワードである地域包括ケアシステムの構築においては、他

法人や医療機関との連携を強化し、地域の高齢者などが住み慣れた地域で生活が継続でき

るよう体制を整備し、支援していく担い手として社会福祉法人がその中心的役割を果たす

ことが期待されています。 

迎えました本年は介護保険制度改正及び介護報酬改定へ対応や介護人材確保などや、引

き続き、社会福祉法人改革に伴う透明性の確保や定時評議委員会の開催及び理事会の開催、

そして社会福祉充実残額の算出及び情報公開等による社会福祉法人としての体制作りや雲

南市内１４法人による雲南市社会福法連絡会と連携し、地域貢献へのより一層の対応も行

うことが重要な実施課題になってくると思います。 

2.事業目標の成果 
（1）総括 
平成２９年度も基本理念、基本方針の実現に向け、厳しい情勢等のなかでも、現状サービ

スの質を落とすことなく、皆様に「信頼され安全で安心して利用して頂ける施設」を目指し

て職員一丸となって取り組んでまいりました。 

きすき福祉会の平成２９年度の重点実施事項は「社会福祉法の一部改正に伴う新理事に

よる理事会の開催、新評議員による定時評議委員会の開催」「処遇改善加算を活用した職員

給与規程等の見直しによる職員処遇の改善」「平成３０年介護報酬改定への取り組み」等が

挙げられます。 

また、地域密着型サービスを中心にサービスの自己評価、桜花における運営推進会議によ

る外部評価(第三者評価)及び利用者満足度調査の継続実施に加え、運営推進会議の活用及び

個別ケア、ユニットケアの充実を通して、利用者の主体性を尊重し、自立に向けた質の高い

サービスの提供に積極的に取り組みました。 

省令改正によりさくら苑が地域密着の特養さくらんぼの家と従来型特養のさくら苑とに

別の施設として４年目となったが利用者の確保等安定的な経営及び小規模桜花との連携に

努め地元自治会との交流会や自己評価、アンケート調査等を通じて運営の透明性とサービ

スの質の向上に努めました。 

また、関係法令はもとより、サービス向上委員会、苦情解決及びリスク管理等の各委員会

を活用し、質の高いサービスの提供や業務改善を図りました。更に施設内での事故防止や感
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染症の対策に万全を期する為、インフルエンザ等感染症予防対策や消防・防災計画による施

設安全管理などにより、利用者の安全、安心確保に努めましたが１１月末から１２月上旬に

かけて従来型さくら苑において、風邪症状が発生しました。 

また。医療的ケアの課題については、医療的ケア委員会を中心に各種研修機関等が実施５

０時間の研修会等や施設内の実地研修の実施など有資格者の増員に努めました。また、施設

の整備等については各設備の修繕やベッド及び厨房機器、車いす等の更新を行いました。 

サービス提供体制については、昨年は、法人の大きな課題として、引き続き短期入所のユ

ニット化への取り組みや短期入所とデイサービスの連携を重点目標として取り組んでまい

りました。 

また、職員の処遇の面においては、職場風土改善委員会を中心に働きやすい職場づくりに

向けた取り組みを強化し継続実施してきました。 

労働条件の改善については、新規の介護職員処遇改善加算 1 を取得するにあたり、職員

給与規程および常勤嘱託職員取扱要領、臨時職員取扱要領、非常勤職員取扱要領の見直しを

行いました。給与等の改善については、処遇改善加算を活用して職員給与規程を見直し職員

処遇の改善を図るとともに、処遇改善一時金の増額支給等待遇改善を継続して実施しまし

た。また、職員就業規則、育児介護休業規則等も各種法令に従い改正し、職員処遇の向上を

図りました。 

労務管理については、顧問契約をしている社会保険労務士等の指導の下、前年引き続き労

働時間管理の徹底を図り、また、ストレスチェックの実施については労働安全衛生委員会を

中心に産業医や看護師を中心に実施に努めました。職員の健康管理体制の充実を図る取り

組みを安全衛生委員会等で積極的に行い、解決すべき課題をまとめ改善体制作りに努めま

した。 

またコンプライアンス点検やメンタルヘルス支援体制を整え、職員が安心して、利用者支

援に当たることができるように配慮するように努めました。また、福祉制度や環境の変化に

対応できる組織体制を確立するために、グループリーダー等を中心としたサービス管理を

徹底するとともに、サービスの質の向上と施設のイメージアップの為にもまた、職員のキャ

リアアップのために引き続き職員研修規程を活用し、介護福祉士等の有資格者の増加を図

るため助成の充実を図る共にＯＪＴを中心として、職場と職員の活性化及び組織力の向上

に取り組みました。 

経営面につきましては、財務基盤の安定化（自立健全経営の実現）施設利用率の向上及び

価償却費を通じた投資資本の回収と収支差額の確保並びに、事業コスト削減に努めてまい

りました。 

予算執行に当たっては、的確な収支計画の作成及び点検確認を徹底し、資金管理、財務管

理の適正を期しました。また、適正な事務事業の推進に向け、利用者預り金及び法人施設の

通帳印監管理について内部牽制体制を強化し、適切な取り扱いに努めました。又、全国老人

福祉施設協議会の経営診断を受診し適切な経営状況の確認を行いました。 
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２９年度も小規模多機能型居宅介護桜花を中心に、デイサービス、ショートステイ及び居

宅介護支援事業等を通じ、出来る限り住み慣れた地域での生活の継続性を支援することを

目指し、社会福祉法人としての法人理念の実行と法令遵守と利用者の安全、安心及び信頼の

確保に努めてまいりました。 

（２）経営状況について 

収支計算書における連結決算で介護保険等の事業利用収入が前年度に比べ約２０４万円

の増の４億８３０３万円(前年度４億８０９８万円)であり、当期の資金収支差額は、施設整

備に備え、２，０００万円を施設整備積立支出として積立をした関係上１２７８万円となり

ました。当期末支払い資金残高は１２７８万円増の２億５９６９万円(前年２億４６９１万

円)となりました。 

支出については、人件費が３４，２１５万円(前年３２，６３２万円)で１，０８３万円の

増、事業費が約７，８８５万円(前年度約７，６１２万円) 事務費が約２，７５４万円(前年

度約３，１５６万円)となっております。其の主な原因は修繕費が約４３５万円増加したた

めとなっています。固定資産取得支出が約４２８万円(前年度約７７１万円)となっておりま

す。 

3.施設・事業所別事業実施報告 
（１）特別養護老人ホームさくら苑及びさくらんぼの家 

１．特別養護老人ホームの経営 

介護職員による医療行為に関する研修会には３名参加し喀痰吸引、経管栄養について研

修し、サービスの向上を図りました。 

感染症対策、衛生管理について定期的に研修会を行いマニュアルに沿った指導を行い、清

潔な職場作りについては昨年に引き続き雲南保健所及び雲南病院から講師を派遣して頂き、

インフルエンザ・感染性胃腸炎（ノロウイルス）、結核の研修や殺菌消毒などにより感染の

防止に努めましたが、さくら苑において１１月末から１２月上旬にかけて風邪症状発生し

ました。 

又重度化に伴い経管栄養による食事の摂取の方が約１３％となっており経管栄養の方の

新規の受け入れについても昨年に引き続き課題の残る１年となりました。 

また新規入所については、随時入所検討委員会を開催し、透明性、公平性を確保し緊急性

の高い方からの入所をしていただき、円滑なサービスの実施に努めました。 

従来型特養さくら苑及びさくらんぼの家７０床の利用率は約６８．３５人で前年度より

（６７．７８人）０．５７人増加し、介護保険収入は２９，５４０万円で(前年度２８，８

７６)６６４万の増収となりました施設別内訳は従来型さくら苑介護保険収入は２０，１２

０万円(前年度１９，４６１万円)、さくらんぼの家介護保険収入は約９，３９９万円【前年

度９，４１５万円)一部短期２１万円含まず】でした。その利用率等の内訳を施設別にみる

と従来型が５０床の利用率が４９．１人・さくらんぼの家が１９．４人となっています。平
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成２９年度は退苑者（死亡による１３名含む）１３名でありまた、平均年間実利用介護度は

４．０５（昨年度３．９５）となっています。施設別にみると従来型が４．０８（３．９５)、

さくらんぼの家が３．９７(４．１０)となっています。特に従来型さくら苑で介護度３の方

が延べ１，０４５人減少し、介護度５の方が延べ１，５５８人増加しております。 

また経管栄養者による食事の提供が９名と昨年と同じ９名状況にあります。平均年齢は

男性８３歳女性約９０才であり、入所者の男女比は男性２０名、女性５０名となっており、

現在の入所待機者は女性１５６(１４４)人男性７０（６９)人と合計２２６(２１３)名に達し

ていますが、平成２８年度に比べると約１３名の増となっています。平成２７年度からの見

直しによる原則要介護３以上等の方のみとなると男性６２(５６)人女性１１９(１０７)人合

計１８１(１６３)人にと多少増加しています。入院を除く延利用者は２４，９７８人(前年２

４，８７１人)となっており前年と比較して１０７人増加しています。 

（２）短期入所生活介護事業(短期入所施設特別養護老人ホーム)について 

施設として受入可能な限り要望に応え、雲南市内の在宅の利用者に利用していただき、介

護者の負担軽減を図るとともに在宅生活の向上に努めました。 

また短期入所は１４床の利用率は約９０％(前年９１％)人で前年度に比べの減少しており、

介護保険収入も約４，７９２万円（一部さくらんぼの家短２１万円含む）(昨年４，８４４

万円)と約５２万円減収となりました 

平成２９年度における利用延べ日数は約４，５５９日、【前年４，６８７日】１日平均利

用者は約１２．４９人（前年約１２.８４人）比べて若干減少しています。平均介護度は２．

６５(前年２．６７)と前年に比べて若干介護度が低下しております。 

短期入所の稼働率は前年を若干下回っております。短期入所ご利用者は医療的配慮の必

要な方、独居の方、認知症の周辺症状の深刻な方なども、ご家族の要望により出来る限り受

け入れに前向きに取組んでいます。受け入れと送迎の対応、薬の確認と整理、洗濯など特養

にはない業務数多くあります。２９年度も引き続き短期入所のユニット化を推進し、在宅介

護の救命士であると信念の元出来る限り在宅で介護を続けたいという家族や利用者の思い

を大切にしながら運営に努めました。また短期担当統括を中心にデイサービスと兼務職員

を配置し、中規模多機能施設作りに努めてきました。 

（３）通所事業(木次町デイサービスセンター)について 

木次町デイサービスでは利用延べ日数は約６，９０７日、【前年７，４２７日】１日平均

利用者は２２．３５人（前年約２３．９９人）と前年比べて１．６４人の減少となりました。

平均介護度は２．０３(前年２．００)と前年に比べて要支援２が１９３人介護度３が２４５

人、介護度２が２５６人介護度５が１６５人それぞれ減少しており、要介護３が２９８人増

加するなど介護度は多少上昇傾向にあります。 

また利用者は年間５２０人減少し、介護保険収入が６，４４４万円(前年６，９９４万円)

と５５０万円の減収となりました。新規利用者の確保に向け、雲南市包括支援センター及び

各事業所等に空き情報を提供し、関係先とのコミュニケーションに努めました。また居宅介
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護支援事業所への訪問や担当者会議の際営業活動を行い、事業の強化を図りました。 

 (4)小規模多機能型居宅介護事業所桜花 

小規模多機能居宅介護桜花においては開所５年目ということもあり除々にサービス内容

が認識されつつありますが、居宅介護支援事業所、包括支援センター・民生委員、病院等に

対するＰＲ活動、無料体験の実施等地道な活動を継続したことから確実に利用者を獲得を

しており前年に比べると登録者は増加しています。年度平均は約１９．４１人(１８．２１

名)の登録となりました。資金収支上はプラスとなりまた、当初予算を上回っており当年度

事業活動収支もプラスとなっています。 

小規模多機能桜花では利用延べ日数は約７，０８５日、（前年６，６４５日）日平均利用

者は約１９．４１人（前年約１８．２１人）でした。平均介護度は１．２６（前年度１．１

１人）となっています。通いの１日当たりは１２．３５人（前年１２．９５人）訪問は１日

当たり３．７４人（前年１．１１人）泊りについては一日当たり約６．９人（前年７．０７

人）また介護保険収入が約５，８２４万円(前年約５，７６１万円)と６３万円の増収となり

ました。新規利用者の確保に向け、雲南市包括支援センター及び各事業所等に空き情報を提

供し、関係先とのコミュニケーションに努めました。また居宅介護支援事業所への訪問や担

当者会議の際営業活動を行い、事業の強化を図りました。また運営推進会議を月に１回開催

し、各機関等の要望意見等や２７年度から運営推進会議を活用した外部評価の実施等によ

りサービスの質の向上を図ってきました。また総合マネジメント加算を取得することによ

り、ケアマネジメントの充実と個別ケアの一層の推進に努めました。 

（5）日常生活総合支援事業等 

 生活管理指導員派遣事業は高齢者独居・高齢者世帯を中心に調理・掃除などの生活支援を

行い実利用者⒉名延べ利用者数は４３名（昨年度７４名）でした。 

（６）居宅介護支援事業について 

居宅介護支援事業所では職員の異動等あり激動の年度となりましたが職員ひとり一人の

スキルアップを図り木次地域の拠点事業所としての役割に努めました。 

経営面においては、介護保険収入は１，７０１万円(前年度１，６９９万円)収入が、前年に

比べ２万円増収となりました。月平均利用者は１０５人で（昨年度１０５人）となっており

ます。 

4.２９年度の重点実施項目 

1.基本方針 

(1)社会福祉法人改革について 

平成２９年度は社会福祉法人にとって経営環境が大きく変革した年である。現在最

も注視しておくべきものが社会福祉法人制度の見直しを含む社会福祉法の改正です。 
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社会福祉法人改革を盛り込んだ社会福祉法の一部改正案が国会で成立し、２９年度

に下記を中心に改革及び見直しが行われることになり改革に向けた取組を行いました。

具体的には役員の選任等下記の事項を中心に行いました。 

①理事会・・・平成２９年５月・・・（事業報告・決算、役員候補者）・②新評議員によ

る定時評議委員会の開催・社会福祉充実残額の作成 

②定時評議委員会・・・・平成２９年６月（事業報告・決算の承認、新理事・監事の選

任） 

③理事会・・・・・・・・平成２９年６月（理事長の選任） 

④評議員専任解任委員会の開催・・２９年７月（評議員の選任） 

⑤役員の選任雲南市内１４法人による公益活動を行うための組織として新たに雲南市

社会福祉法人連絡会を設立参加するなどの取組を行いました。また、インターネットに

よる現況報告書及び財務諸表等の情報公開実施に向けた取組を行いました。 

○社会福祉充実計画の作成 

・毎会計年度において貸借対照表の資産の部に計上した額が現に行っている事業を継

続するために必要な財産の額として厚生労働省が定めるところにより算定した額が超

えている場合【(社会福祉充実残額) ４，０２２万円が発生】社会福祉充実計画の作成が

必要であるため職員の増員等について計画を作成しました。 

（２）信頼される施設の構築 

①個別援助計画書により安全で安心なケアを第一に考え、どの職員が担当しても同様

なサービスが提供できることを基本として、入居者、利用者の満足度が向上するよう

な部署の連携強化を重視して信頼関係を深めていくように努めました。 

②事故報告書やヒヤリハット報告書を集計して自己の分析や今後の安全な対応を委員

会で検証し各部署に周知するように努めました。 

（３）人材の確保と育成 

採用後は、採用時の新人職員研修や、新しく作成した「新人育成ガイドライン」を活用

して、新人職員や指導職員及び各部署の責任者が各シートを用い、面談と対話を繰り返す

ことにより育成するように努めました。 

（４）社会福祉法人としての地域貢献 

①社会福祉法人の職員であることを自覚し、地域ニーズに敏感であり続け、地域の福祉

課題に真摯に取り組むように努めました。 

（５）財務基盤の強化 

コンプライアンス（法令遵守）の徹底と危機管理体制の充実を図り、長期入所 95％以
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上、短期入所は 90％以上通所は７0％以上をめざし、居宅介護支援事業所は法人の最前線

としての自覚を持ち事業所との連携を密にし、安定的な財務基盤の確立に努めました結

果長期入所は９７．８%と目標を上回りましたが、短期入所は８７．３%通所事業は６４%

と目標をいずれも下回る結果となりました。 

(６)介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み 

平成２９年度から完全実施となりました介護予防・日常生活支援事業の実施ら向けて

サービス体系、報酬等が具体的に示されました。従来の通所介護事業における介護予防に

ついては「第１号通所事業」として実施することが決定しました。また地域支援事業で実

施していた、介護予防の訪問介護は緩和された基準による訪問介護事業所として事業運

営を行いました。 

2.重点方針 

1）経営理念の徹底及び経営の透明性の確保 

(1)経営理念、経営方針の徹底 

すべての職員に対して、きすき福祉会の基本理念、中期経営計画、事業計画、予算等につ

いて、各種会議や研修を通じて周知徹底を図りました。 

(2)経営情報の積極的な公開 

社会福祉法人としての経営の透明性を確保し、公正で開かれた事業運営に資するため、定

款、中期経営計画、事業計画及び事業報告、財務諸表等について、ホームページや広報誌「さ

くら苑だより」等を通じて積極的に公開しました。 

(3)広報活動の推進 

施設の広報誌等を通じて、各施設の運営状況等をについて広報した。 

各施設のサービス提供体制やサービス内容等について「サービス情報の公表制度」等を活

用し、公表しました。 

２)．理事会・評議委員会・監事会・指導監査等 

①今期は理事会４回、評議委員会３回・監事会１回を行い社会福祉法人改革に伴う、理事長

の選任、役員報酬規定、経理規程の見直し及び処遇改善加算に関連する職員給与規程等各

種の関連する規程の見直し等を行いました。 

②評議委員選任・解任委員会を開催し、評議員の選任を行いました。 

③２９年度は法人、施設ともに実地指導等はありませんでした。 

評議委員会では、地域住民の声や福祉に関する有識者等の意見を踏まえ、時代や地域のニ

ーズに即した事業展開を行うため、諮問機関としての役割を担い法人運営に反映させるよ

うに努めました。 
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監事監査等の実施 

会計監査においては、会計処理が正当な根拠に基づき適正に処理され、且つもれなく会計

帳簿に記録されていること。及び財産保全が適切におこなわれていることを監査し、業務監

査においては、業務運営が法令に準拠し、かつ中長期目標の達成のため合理的に行われてい

ることを監査するまた適正な会計処理を行うように努めました。 

３）サービス管理 

１) 福祉サービスの評価の実施（利用者主体のサービスの提供） 

利用者のニーズをサービス内容に反映するため、お客様の声ノートの活用や意見交流

会・各種アンケートの実施や満足度調査等の実施及び小規模多機能桜花については第三

者による外部評価の実施などにより利用者の声・第三者の声に応える取り組みを推進し

ました。 

２) リスクマネジメントの体制整備（利用者の安全と安心への取組み 

①利用者の重度化すすんでいる中、相変わらず転倒、転落による事故が発生していますが、

リスク管理委員会が定着した結果、事故報告書、ヒヤリハット報告書等の作成により、

事故の数量的把握と事故事例の分析、再発防止策により一定の成果を上げております。 

②交通安全委員会を中心に、交通安全対策として、福祉車両講習会を外部講師を招き車輛

の管理及び交通安全教育・交通マナーの徹底を図り、自己啓発・事故管理の側面から健

康管理表さらには各種マニュアルの見直し及び法人危機管理体制の整備を行いました。 

③火災や風水害に備え、消防法に基づく自衛消防組織をはじめとした災害緊急体制の確

立や火災及び災害避難訓練等を行うとともに、設備器具等の定期的な点検及び適正な

使用方法の徹底とともに日常的に避難訓練、緊急体制連絡網の確認を年３回実施しま

した。 

④土砂災害危険区域に指定されており、特に土砂災害に対する避難訓練や避難マニュア

ルの見直し等を行い関係機関へ提出し、安全な施設づくりに努めました。 

⑤感染症対策、衛生管理について定期的に研修会を行いマニュアルに沿った指導をおこ

ない、清潔な職場作りについては雲南保健所及び雲南病院から講師を派遣して頂き、イ

ンフルエンザ・感染性胃腸炎（ノロウイルス）の研修や殺菌消毒などにより感染の防止

に努めましたがさくら苑従来型で１１月末から１２月上旬にかけて風邪症状が発生し

た。 

３）ユニット型施設(さくらんぼの家)のより一層の個別ケアの推進 

利用者に合った「生活」や「暮らし」の提供を前提とした居住空間を重視し、ユニットに 

は職員等専属スタッフを固定し、利用者一人ひとりと向き合い、不安や混乱、怒りやスト 

レス等の払拭に努めました。 

利用者一人ひとりの個性や生活リズムに沿った日常生活が営めるようなケアに努め、出来 

るだけその人らしい生活が出来るよう支援するよう努めました。 
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課題として、２４時間シートの活用が不十分な面も見られました。 

４) 利用者の権利擁護と質の高いサービスの提供 

①身体拘束禁止への取り組み 

身体拘束委員会を定期的に開催するとともに、職員全体研修会の実施、施設外研修会へ

の積極的参加等を通じ、人権擁護の姿勢を常に保ち出来る限り身体拘束をしないよう、職

員一丸となって廃止に向けた取り組みを行うように努めた結果平成２９年度も前年に引

き続き身体拘束を行ったケースはありませんでした。 

② 利用者の権利擁護 

・人権、プライバシーに配慮した施設運営の推進を図るために、身体拘束禁止、個人情報

保護法、高齢者虐待防止法を遵守したサービス提供に努めました。 

・虐待と権利擁護の視点や人権意識の高い職員の育成に向けた研修を始め、危機管理意識

向上に向けた人権意識向上に向けた研修を実施しました。また、虐待防止チェックリス

ト等を実施することで虐待防止にかかる自己覚知と意識の向上に努めました。 

・職員会議等の研修会および外部研修（人権擁護推進員研修）への参加を通じて高齢者の

人権擁護について職員の共通意識の醸成に努めました。 

・利用者の権利擁護については、職員倫理綱領及び行動基準の遵守を徹底し、権利侵害や

虐待を許さない健全な施設環境を整備するとともに、高齢者の多様なニーズにこたえ

るために、職員の医療的ケア及び介護・援助技術の向上を図るなど、施設機能の強化と

人材育成を推進しました。 

③ 苦情解決 

・苦情等については利用者の声として真摯に受けてとめ、職員会議、苦情解決委員会、第

三者委員さん等によりき細やかな対応と今後の改善策を検討しサービスの見直しや改

善および実施に向けて動き出している。(ショートステイのユニット化・デイサービス

との連携強化・接遇改善のための接遇検討委員会等) 

・お客様の声ノートの活用や情解決の窓口の積極的なＰＲ、第３者委員の設置・意見箱の

設置・アンケート調査の実施寄せられた苦情に対する迅速で的確な対応しサービスの

向上及び事故防止に結びつける取り組みを実施し安全なサービス提供と利用者の信頼

の獲得に努めました。・・・・サービス向上委員会・リスク管理委員会、苦情解決委員

会、クレーム委員会等 

④ 個人情報の適正な管理 

・個人情報保護委員会を開催し、各種個人情報規程及びマニュアル等の見直しを実施し、

個人情報にかかわるプライバシーの保護を図るとともに、研修会を通じて職員の個人

情報保護意識の向上を図りました。 

⑤サービスの質の向上  

（１）認知症ケアとサービス標準化に向けた取り組み 

２９年度も、これからの認知症ケアへの取り組みを充実させる為に、認知症介護実践者
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研修、実践リーダー研修、管理者研修への受講を積極的に進め受講修了者の確保と認知症

への理解及び職員資質の向上に努めました。 

（２）利用者の重度化対策と医療的ケアの充実への取り組み 

利用者の高まる医療ニーズへの対応については、介護職員のたんの吸引等の実体制作

りの検討を行い、２９年度は３人が介護福祉専門学校等研修機関において５０時間研修

を受けまた外部の実地研修にも参加し１名が資格を取得しました。 

・看護職員が不在の時間でも、介護職員によるたん吸引や経管栄養にかかる適切なケアが

提供できる体制を整備するための、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研

修については、研修終了に多くの時間が要するものの、計画的に受講する体制を整えま

した。 

(3)看取りケアの取り組みの推進 

・特別養護老人ホームの入所者及び家族の想いを受け止めながら、嘱託医の先生方の協力

を得ながら、安らかな最期迎えることができるように努めた結果、２９年度は退所者１

３人中９人がさくら苑での看取りをおこなうことができました。 

４)人事管理 

１）．組織、人事 

１． 組織、人事制度等の改善 

（１）組織運営に対する取り組み 

また職員間のコミュニケーションを高める取り組み(ミーティング・ユニット会議・リ

ーダー会議・グループ会議・看護師会議、リハビリ、リスク、研修等各種委員会の充実)

を強化し働きやすい職場づくりに向けての各種の取り組みを行いました。 

研修については法人研修委員会を中心に法人研修規程の見直しや、島根県人材センタ

ー及び各団体等の研修会に積極的に参加し、施設内研修も外部講師を招き５回実施した。

仕事目標達成及び職員のモチベーションアップを図り質の高いサービスを安定的に提供

できる体制づくりに努めました。 

（２）職員が働き易い環境づくり(メンタルヘルス研修と相談体制) 

２９年度も人材確保委員会の職場風土改善委員会を中心にサクラチカフェ及び、スポ

ーツ交流会の開催や書籍及び広報紙｢チェンジ｣の発行等を通じコミュニケーションの場

の提供を図り、また職員互助会への助成、共済制度の活用を図り、職員の福利厚生を充実

させると共に、メンタルヘルス研修の実施及び職員健康診断の受診の徹底と職員就業状

況の把握、インフルエンザ予防接種等を実施し、健康管理に努めました。 

産業医の協力を得て、職員の定期健康診断を全職員を対象に年１回実施し、又夜間勤務

者等は年２回実施や毎日出勤時における健康チェックを行う等を通じて職員の健康管理

及び職場の安全衛生に努めました。ストレスチック制度は労働安全衛生委員会を中心に
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産業医および看護師により実施しました。 

○課題として、女性の就業が高まる傾向でありワークライフバランス（仕事と生活の両立）

に配慮した職場環境の確保や職場の支援、またライフスタイルによって多様な勤務を選

択できる体制を構築するように努める必要があります。また、計画的に有給休暇が取得が

しやすい職場環境の推進及び福利厚生の充実を図るように努めました。 

（４）手当て等の改善及び人事考課制度の推進 

職員のキャリアアップや、処遇向上については、新たな介護職員処遇改善加算１の取

得に向けて給与規程、非正規職員の各種取扱要領等見直しを行いました。具体的には正

規職員の給与については介護職員処遇改善加算を活用して一時金の増額や新規手当を設

けるなど改善を行うとともに、正規職員以外の職員についても、新規に給与表の導入、

新規手当の導入など大幅な改善見直しを行った。 

人事考課の実施については人事考課検討委員会を中心に考課表の見直し等の検討を行

っております。また、職務遂行過程を通じて発揮された職員の能力について、的確な評価

と指導、助言を行う事により、職員の人材育成や職員配置、さらに効率的なマネジメント

に資する為、主に能力を発揮する考課を係長級以上の職員については能力加え、組織の重

要課題を踏まえながら実施しました。 

○人事考課検討委員会を中心に育成面接及び職能基準書要件を取り入れた人事考課表の

見直しなど人事考課制度の見直しの検討を継続的に実施し、キャリアパスの要件の向

上を図り職員のモチベーション向上を図るように努めました。 

○今後は人事考課制度による職員の成果・能力の適正な評価などを行うため考課者研修

及びキャリアパス導入研修等にも積極的参加するように努める必要があります。 

５）サービスの向上を担う人材の確保定着と育成 

 (1)専門性の高い人材の確保 
○正規職員の採用試験は競争試験により実施し、ハローワーク、福祉、医療団体、福

祉系大学等幅広く「受験案内」を配布し、効率的な職員募集に努めた。結果新卒３

名(高卒２名、福祉専門学校１名)及び作業療法士１名の採用することができた。 

○大学や専門学校等の実習生については、福祉人材の育成という社会貢献の観点に立っ

て積極的に受け入れを行った。一方で、看護職員については、依然として、看護師の

不足が継続しており、今後の喫緊の課題であります。 

○職員の中途退職の防止に向けた支援の強化と出産・育児期むにおける就業環境の改

善のための具体的方策について、検討を進め可能なものから順次実施し、２名の者

が育児休業明けに介護職員として復帰することができました。 

○業務の効率化、介護負担の軽減を行うための取り組みとして IT 機器の導入や介護

機器、ロボットの導入も視野にいれた検討を行ったが実現までには至らなかった。 
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(2)各種研修の充実等による職員の資質向上 

・職員一人一人の意識改革と能力・資質向上を図る為、研修計画に基づき各部門におい

て、其々研修を実施し、多様化する福祉ニーズに対応出来る人材の育成に取り組みま

した。職員の学習状況を確認しながら個別研修プログラムへとつなげられるよう、引

き続き職員一人一人の研修台帳の整備に努めました。 

・新人職員については新人育成ガイドラインを基本に OJT を行い１ヶ月、３カ月、1

年と其々の段階で新人職員がかかえる仕事内容の不安や対人関係等不安等を気軽に

相談し合えるより細かな支援体制の構築と早期職場適応と自律的成長を促すことに

努めました。 

・全体研修としては、外部講師を招き「感染症研修」『救急救命研修』｢口腔ケア研修｣

「接遇研修」「防犯研修」「福祉車両の使用等注意点等研修」を実施しました。研修後

の振り返りを行い、研修への期待や効果の確認を行いました。また多くの外部研修に

参加しまし、職員会議等において研修報告を行い法人全体で共有するように努めま

した。 

・サービス情報の公表制度等において必要とされる研修を中心に認知症ケア、個人情報

保護、倫理及び法令順守、感染症、安全管理および衛生管理・虐待等の研修も職員会

議等において実施しました。 

・介護職員による医療行為に関する福祉専門学校等の研修会に３名参加し喀痰吸引、経

管栄養について研修し、資格取得に努める等サービスの向上を図りました。 

・職員資質向上の側面から認知症ケアの一層の充実に関連し認知症介護実践者研修に

５人、認知症管理者研修に１名其々参加し、認知症への理解及びケアサービス向上に

向けて取り組みました。 

○健全経営を進めるうえで必要な使命感や能力、質の高いサービスの提供に必要な専門

的な知識、記述を持った職員を育成するために「きすき福祉会職員研修規程」に基づ

き、各種研修を総合的に実施する。施設研修については、施設内での各種研修の拡充

に努めるとともに、より高い専門性や、幅広い知識の習得に向け施設外各種研修受講

促進した。 

○職員の資質向上を図るため、各種会議の場を活用して、事業計画、予算等について、

周知徹底を図った。また人事異動や人材の登用についても、もじどおり「人財」とし

て育てること、職場の活性化を図ることなど、幅広い視野に立って進めた。 

○利用者アンケートの実施や苦情解決委員会、第三者委員会等を通じて利用者満足を把

握するように努めた。 

（３）資格取得等に対する支援 

・必要な資格取得の促進については法人研修規程を整備したＳＤＳ制度（自己啓発援助

制度）を利用して新に介護福祉士２名が誕生しました。また認知症管理者研修、認知

症リーダー研修・、認知症実践者研修及び生涯学習研修等多くの外部研修に参加しま
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した。 

・介護職員による医療行為に関する福祉専門学校等の研修会に３名参加し喀痰吸引、経管

栄養について研修し、資格取得に努める等サービスの向上を図りました。 

 (4)職務遂行能力の向上 

・福祉人材育成の一環として、学校等からの依頼による実習生の受入に積極的に対応する

と共に、現場実習の重要性から指導者となる職員の専門性の一層の充実のため・介護福

祉士等の積極的な資格取得と研修への参加に努めました 

・介護保険法や就業規則、関係法令や福祉会職員倫理規程、職員行動規範、個人情報の保

護等の遵守に向け、会議等あらゆる機会を通じて職員に徹底し、職員意識及び倫理観の

醸 成を要請すると共に、必要な研修への参加や施設内での研修を実施しました。 

(５)障がい者雇用の推進 

障がい者の就労自立を支援することや法定障がい者雇用率を確保する観点からトライヤ

ル雇用等を活用しながら、障がい者の雇用を進めた結果法定雇用率を達成した。 

６)財務管理 

きすき福祉会の財務管理の最大の目的は顧客満足度と職員満足度を実現し、管理によ

る法人の発展的永続性の確保である。「地域社会の財産」として社会的使命として高齢者

の方々への専門性のある支援、経営の安定化を基軸に施設整備、職員生活の安定化を担保

した「福祉と経営の融合」をコンセプトに「適正利益」の担保を図ってきた。また税理士

事務所による厳正な会計処理とアドバイスをもとに会計状況を確認し、適正な安定経営

を行った。   

具体的には予算編成の意義と重要性、収益計画の作成、さくら苑建て替え計画のための

積立金、人件費の要となる人事組織等である。また、経営存続の原資となる「適正利益」

の配分としては次の事項による。利用者サービスの向上と強化、修繕、設備資金の内部留

保、人件費等の費用増加への対応、職員の待遇改善等に努めました。 

毎月の収入の増減や臨時的経費などに対応して、予算の補正を行った。また顧問契約を

している税理士等との連携を図りながら適正な予算管理に努めました。特別養護老人ホ

ームさくら苑さくらんぼの家及び木次町デイサービスセンターが減収となりましたが、

全体ではさくら苑が堅調であったため、若干の増収となりました。 

７）収支と財務管理の強化及び財務基盤の強化 

(1)施設改築やサービス拡充のための財源確保 

①施設の改築や新たな事業展開に必要となる財源を確保するために、稼働率向上などに

よる収入の増やむコスト削減などにより、計画的に施設整備等積立金を積み立てるよ

うに努めました。 

②コンプライアンス（法令遵守）の徹底と危機管理体制の充実を図り、長期入所 95％以
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上、短期入所は 90％以上通所は７0％以上をめざし、居宅介護支援事業所は法人の最

前線としての自覚を持ち事業所との連携を密にし、安定的な財務基盤の確立に努めま

した。 

③資金収支上の保有高は３０年３月末で約２５９百万円及び貸借対照表の積立金が４４

３百万円在りますが、これは運転資金並びにさくら苑建替等の資金や大規模修繕等の

積立等に活用することにしております。 

 (2)適切な予算管理及び適正な会計処理 

①稼働率の向上や業務の効率化等の支出削減を基本として、毎月の試算表により予算 

執行状況を把握し、適切な執行に努めました。また、既存事業の見直しによるサービ

ス内容の充実とそれに伴う報酬・給付費の加算等について研究を行い収入増に繋げる

ように努めました。 

②事業収支では２９年度で約１８百万円で事業活動収入に対する収益率では３．９％の

状況にあります。定員が決まっている介護サービスにおいては、利用率とともに収入の

伸びが鍵を握っていると言えます。 

③支出面においては、建設から約２４年が経過しており、従来型さくら苑等の大規模修  

繕等多額の予算執行が見込まれることや介護、看護人材難の中人材の確保する必要が

あります。このような状況の中ではありますが、収支バランスを正確に見定め財務管

理を行うようにつとめました。 

④経理規程等に基づき適正な会計処理に努めるとともに、監事監査や指導をふまえ必要

な改善を図るなど、社会福祉法人としての会計処理の信頼性を高めていくように努め

ました。 

1．経営体制及び財務基盤の強化 

（１）経営体制の強化 

①組織体制等の整備と適正配置 

利用者本位の質の高いサービスを効率的、効果的に提供するため、必要に応じ職務内容や

勤務体制を見直しながら、簡素で効率的な組織整備と職員配置を行いました、 

また福祉会の安定的公立的経営を推進する為に、正規職員の計画的採用、や嘱託職員・臨時

職員・非常勤職員制度の活用など多様な雇用形態の組み合わせにより適正な職員配置を行

うと共に職員配置数の適正な管理を行いました。 

「健全経営」の確立に向けて安定的かつ効率的な経営を進めるため、適宜、組織体制を見

直すとともに、適正な職員配置を行いました。 

職員の定数管理にあたっては、社会福祉充実計画とも関連するが各部門、組織の業務量等

適格に把握し、職員の計画的採用等により適切に対応しました。 

② 業務改善 

利用者へのサービス提供や各種業務の遂行に当たっては、マネジメントを行い、サービ

スの質の向上、業務の効率化やコスト削減など、業務全般の改善に努めました。 
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ケアプラン、個別支援計画等サービス提供方法をはじめとして、各種マニュアルや業務手

順書業務全般にわたり普段の見直し改善に努めました。 

③各事業の健全経営への徹底 

施設改修、整備計画に係る資金の確保、専門職員の増員に係る人件費の確保に対応すべく

毎月の顧問税理士と予算執行状況の確認詳細な予算管理を引き続き行いました。予算比法

人全体では約４６１７千円の増収となりました。 

④経営診断の実施 

全国老人福祉施設協議会による経営診断を受け若干の指摘事項はあったが概ね経営状態

はよいとの診断を受けました。 

（２）安定した施設経営及び円滑な業務運営 

 安定した収入を保つ為、空床ベッドの活用を積極的に行ない、特養、短期の利用率の目標

値である約９６％と同じ約９６%（(昨年９６．１%)でした。また利用者の現状把握に努め、

円滑な業務運営が出来るよう部門長会、各種委員会を定期的、適宜開催し、利用者の重度化、

多様化に対応すべく検討を重ねました。 

①介護サービスの公表、事業計画、予算、事業報告、決算報告等のホームページへの記載等

開かれた施設運営に努めました。 

②法人の持続的、安定的経営の確保に向けて、事業収支の改善等の取り組みを推進するとと

もに、財政基盤の確立をめざし、運転資金、特養改築積立金の確保に努めました。 

③予算状況を把握するため、資金収支管理表によるサービス区分毎の収支管理の適正化に

努め、安定した収入確保のため、利用率向上への取り組みについて把握するとともに、適

切な予算管理に努めました。 

(3)業務の簡素・効率化によるコスト削減 

①各種会議等においてコスト意識を周知徹底するとともに、適切な予算管理の下、コスト

削減の進捗状況を点検・把握し、適切な執行に努めました。 

②業務の流れやサービス内容、方法について随時検証し、必要なものについては、効率化

に向け早期改善に取り組むように努めました。 

(４)内部監査体制の強化 

・各事業の運営状況を確認するための法人内部監査については、労務管理事務の増加、新会

計基準導入による会計処理の複雑化、市町村への権限移譲に伴う監査項目の多様化に対

応できるように努めました。 

８) 法令等の遵守及び安全の確保等危機管理体制の

充実 

 (1)コンプライアンスの徹底 

業務管理体制を強化し、各種会議や研修等を通じてコンプライアンスの徹底を図るとと
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もに、関係団体主催による研修にも積極的に参加する等コンプライアンスの強化に努め

ました。 

(2)危機管理(安全対策) 

①設備、器具等の定期的な点検及び適正な使用方法の徹底を図るとともに、入浴設備のある

施設においては、インフルエンザやノロウイルスをはじめとした感染症対策としては、国

及び保健所の指針及び通知に基づくマニュアルの周知徹底を図っていくように努めまし

た。 

②利用者の安全確保と事故防止を最優先に考えリスク管理を徹底するとともに交通事故や

さまざまな事故防止等の未然防止に努めました、感染症対策委員会を中心に感染性胃腸

炎、新型インフルエンザ、食中毒・感染症対策予防対策の充実を図り衛生管理体制の強化

を推進に努めました。 

2.災害時の対応への取り組み 

①防災訓練については施設の物的被害等を想定し、入居者、利用者、職員の安全確保に加え、

火災に伴う初期消火活動や保存食の調理を行いました。 

今後は雲南市及び関係機関等も含めた具体的協力体制等の踏まえた総合防災訓練の実施

が必要である。 

②土砂災害危険区域に指定されており、特に土砂災害に対する避難訓練等や避難マニュア

ル等の見直しを行い安全な施設づくりに努めました。 

③特に防犯体制につては、雲南警察署の協力により、防犯研修実地をの含めた研修を行うと

ともに防犯カメラ及び防犯センサーやマニュアルの見直し等防犯体制の強化に努めまし

た。 

④施設利用者の生命を守るため、防災訓練(土砂災害、火災訓練等)生活環境の点検、備蓄品

の管理及び確保を行いました。 

⑤地震、土砂災害等への対策対応として、基準の見直し等により具体的な職員参集基準の見

直しや事業継続計画について見直しを行いました。 

(３)非常災害時等における対策の充実 

①自然災害や火災、感染症の蔓延などの非常時における対策に万全を期すために、各施設

及びの「消防計画」及び「防災マニュアル」「防犯マニュアル」等を見直しました。 

②災害時・福祉避難所として要援護者の受け入れ実施・災害対応能力の充実に向けて、備

蓄品の充実に努めました。 

 (４)個人情報保護の徹底 

○「個人情報保護に関する法令」等の遵守はもとより、「個人情報保護規程」や各施設の

関係規程等に基づき、当法人が実施する事業を通じて個人情報の保護に努めて行くことと

し、引き続き、各種会議や研修等を通じて周知徹底を図った。また「マイナンバー制度等

についても関係規程に基づき適正な管理に努めました。 
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9).職員の福利厚生および健康管理 

(1)福利厚生事業の推進 

職員互助会や県の互助会の各種祝い金、見舞金などの給付など福利厚生にかかわる諸事

業を継続しました。 

(2)健康診断の受診の徹底および年次有給休暇等の取得促進に努めました。 

○定期健康診断、夜間従事者を中心とする年２回の検診を実施しました。 

○年次有給休暇等の取得促進や育児休業制度等の活用について部門長会議等を通じて徹底

を図るように努めました。 

(3)メンタルヘルスケア等の充実 

○ストレスチェック制度の円滑な実施に努めました。 

○職員が不安や悩みなどについて専門機関に気軽に相談できるように努めました。 

○「セクシャルハラスメント防止に関する規程」等各種会議を通じて周知徹底を図るとと

もに防止に向けた環境作りに努めました。 

育児介護休業規程の見直し(妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメントの防止) 

や有期契約職員に対する無期転換ルール等の導入等を行いました。 

１０)施設の維持管理体制・修繕等 

・法人設立から２５年目を向かえ設備機器の経年劣化に障害発生の予防保全に取り組みま

した。 

今年度は特に機械室の給湯、施設各箇所の給排水管の劣化に伴う故障が相次ぎこれらの設

備の修繕及び更新を行いました。またベッドも故障が相次ぎ３台を更新しました。 

１１)地域及び他機関との連携と情報公開 

①広報活動の推進 

福祉会の基本理念、福祉会の経営状況、施設運営の基本姿勢及び事業計画等について、

施設の活動状況を紹介さくら苑だより及びホームページ等の広告媒介通して広く公表し

効果的なＰＲに努めました。利用者の利便性等に供する為、ホームページの充実を図ると

共に、介護サービス情報公表制度や外部評価等を活作用して、福祉会の施設のサービス提

供体制及びサービス内容等について周知に努めました。 

②地域と共に歩む施設づくり 

・社会福祉施設には、地域の重要な一員としての役割を一層求められることから、地域行事

への参加やボランティア活動を通じて、地域との相互交流機会の拡大に努めました。 

特に開設５年目となった小規模多機能型桜花については、民生委員さんの協力のもと

様々な交流に努めるとともに、引き続き運営体制の充実、強化に努めると共に利用実績を

伸ばせるように努めました。 
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・幼稚園、小学校との交流およびボランティアの受け入れ等を積極的に進め福祉、介護に

携わる人材の育成と社会福祉に対する意識の向上に寄与するように努めました。具体

的には介護福祉士養成校（２名）介護支援専門員等の実習を受け入れました。 

③ 地域福祉の充実 

・当法人は、木次町の高齢者福祉及び地域福祉の中心的役割を担っており、施設サービス

はもとより居宅サービスの充実を図っていく必要があるから、短期入所事業やデイサ

ービス事業、小規模多機能事業の専門機能を地域にさらに周知浸透させ、その利用促進

を図ることで、居宅での安定した生活の継続を支援していくように努めました。 

・さくら苑、さくらんぼの家、桜花を拠点として、法人、施設の取り組みの発信、また、

地域主催の行事への参加等を通じて、地域社会との連携に努めました。 

④ 地域社会における施設の役割と連携 

・雲南市内の社会福祉法人と連携し、公益的な事業に取り組む組織を設立し実施に向け活

動を開始しました。 

・地域における認知症高齢者を支えるための取り組みとして、２８年度に引き続き雲南市

社会福祉協議会と連携し、地域の認知症の研修に講師として参加しました。 

5.今後の課題等 
社会福祉法人改革により、社会福祉法人は非営利法人としてふさわしいガバナンスと高

い透明性を備え、主体性を持った自立的な法人経営に取り組み、地域の様々な生活・福祉

課題に積極的に対応することが求められています。 

 また、地域共生社会の実現に向けた議論が進められる中で、社会福祉法人がその中核的

担い手として、地域まなかで主導的な役割をはたすことが期待されています。 

 一方で、介護報酬の改定、外国人技能実習制度への介護職種の追加など社会福祉法人を

取り巻く環境大きく変化しており、今後、各法人においては、時代を先取りした法人経営

を考えていく必要があるといわれています。 

国は団塊の世代が７５歳以上となり高齢化がピークを迎える２０２５年を見据え、高齢

者の尊厳の保持と自立支援を目的で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生最後まで続けることができるようにするという、地域の包括な支援、サービス提供体

制（地域包括ケアシステム）構築を推進し、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体

的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現しようとしています。 

 こうした中、社会福祉法人の位置づけが大きく変化し、法人の今日的な意義は社会福祉

サービスの提供確保の中心的役割を果すとともに、他の事業体では対応できない様々な福

祉ニーズを充足することにより、地域社会に貢献していくことで、社福祉法人はこれまで

以上に公益性の高い事業運営が求められています。 

介護サービスの提供の重点施策としては認知症への支援、看取りへの対応、口腔ケア等に

取り組み利用者の立場に立った選ばれる施設づくり、地域信頼される施設づくり、安定した
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経営基盤作りに努めていく必要があります。 

また、今後雲南地域とりわけ木次地域の高齢者の推移をしっかりと把握して経営に当た

なければならないと思います。 

雲南地域も今後概ね５年間は平成２９年度よりも緩やかに後期高齢者人口が平成３２年

まで減少し、その後緩やかに増加し平成４２年をピークにしその後は減少の一途をたどる

との推計が島根県介護保険事業計画等に示されています。 

このような環境下にあってもきすき福祉会は法人理念を遵守し、地域包括ケアシステム

の中心的施設となるように高品質な介護サービスの目指し、地域の皆様から「選ばれる法人、

施設となるように強い組織をしっかりと築いていかなければならないと思います。 

1.）平成３０年介護報酬改定に係わる基本的な考え方 

1.基本認識 

(1)2025 年に向けて地域包括ケアシステムの推進が求められる中での改定 

〇いわゆる団塊の世代がすべて７５歳以上になる２０２５年にむけて、介護ニーズも増大

することが想定される中で、国民一人一人が、住み慣れた地域で、安心して暮らし続け

られるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に確保される「地域

包括ケアシステム」を各地域の実情に応じて構築していくことが重要であるとしてい

る。 

さらに、平成 29 年の制度改正では、この地域包括ケアシステムを深化・推進していく

観点からの見直しが行われ、「医療・介護の連携」「共生社会の実現に向けた取り組み」

などが推進されることになった。 

(2)自立支援。重度化防止の取り組みが求められる中での改定 

〇この点に関し、平成 29 年度の制度改正では、「高齢者の自立支援と要介護状態の重度化

防止に向けた取り組みの推進」を図るための見直しが行われた。また未来投資戦略にお

いても、今回の介護報酬改定において、効果のある自立支援について評価をおこなうこ

ととされたところである。 

〇このような状況を踏まえ、今回の介護報酬改定でも、質が高く、自立支援・重度化防

止に資するサービスを推進していくことが必要であるとしている。 

(3)1 億層活躍社会の実現、介護離職ゼロに向けた取り組みが進められる中での改定 

〇一方、今後の人口の動向に目を向けると、少子高齢化の進展により、介護を必要とする

者が増大する一方で、その支え手が減少することが見込まれている。 

〇その中で介護人材の確保については、「ニッポン一億層活躍プラン」において、介護の

受け皿に加え、介護の仕事の魅力を向上し、介護人材の処遇改善、多様なむ人材の確

保・育成、生産性の向上を通じた労働負担の軽減を柱として人材確保に総合的に取り組

むこととされている。 

(4)制度の安定性・持続可能性が求められる中での改定 
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〇また、介護に要する費用に目を向けると、その額は制度創設時より大きく増加してお

り、前項での述べたように、少子高齢化の進展により、介護を必要とする者が増大する

一方で、その支え手が減少することが見込まれる中、制度の安定性・持続可能性を高め

る取り組みが求められている。 

2）介護保険制度改正及び介護報酬改正への取り組み 

①介護報酬改定の基本的な方向性としては、地域包括ケアシステムの推進、医療ニーズへの

対応等や自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、多様な人材の確保

と生産性の向上、介護サービスの適正化・重度化を通じた制度の安定性・持続可能性の確

保を柱としている。 

②ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス

事業者への情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。・・・ターミナルケアマ

ネジメント加算の取得する。・・居宅支援 

③口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進・・・特養等 

(歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を評価した口腔衛生管理体制加算等の取得への取り組み) 

(通所系サービス・・介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専

門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設・・・栄養スクリーニング

加算) 

(低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計

画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、

嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善に関する。・・・低

栄養リスク改善加算の取得) 

④再入所時栄養連携加算の取得・・・・入院後再入所される場合等 

⑤介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で自立支援・重度化防止に資する質の高い介

護サービスを実現等 

⑥褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の新設 

(特別養護老人ホーム等の入所者の褥瘡(床ずれ)発生を予防するため、褥瘡の発生と関連

の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理することに

対し新たな評価を設ける。・・・褥瘡マネジメント加算) 

(排せつ障害のため、排泄に介護を要する特養等の入所者に対し、多職種が協働して支援

計画を作成し、その計画に基づき支援した場合の新たな評価を設ける・・排せつ支援加算) 

介護ロボットの活用の検討 

地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法、開催頻度の見直し 
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３)介護報酬改訂に伴う課題 

今回の改訂は(1)2025 年に向けて地域包括ケアシステムの推進が求められる中での改定

(2)自立支援。重度化防止の取り組みが求められる中での改定(3)1 億層活躍社会の実現、介

護離職ゼロに向けた取り組みが進められる中での改定(4)制度の安定性・持続可能性が求め

られる中での改定の４つの柱を中心とした改訂であった中で下記の事項が課題である。 

①通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等 

（２時間毎に設定している基本報酬について、サービス提供時間の実態に踏まえて 1 時間

ごとの設定に見直す等・・656 単位→645 単位へ引き下げ） 

②特養の配置医師が施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に施設に訪問し入所者の診療を

行ったことに対する評価を設ける等。・・配置医師緊急時対応加算取得に向け・常勤看護

師の採用) 

③短期・・認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することについ

て評価を行う。・・・・認知症専門ケア加算・・・・認知症実践リーダー研修終了者の確保 

④通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入等 

⑤立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ＡＤＬの

維持又は改善の度合いが一定の基準を超えた場合評価する等。・・ADL 等維持加算) 

４）社会福祉法人改革の推進 

今回の社会福祉法人制度改革のポイントは大きく三つあると言われています。 

一つは福祉サービスの中心的な担い手として法人経営組織のガバナンスを高めることで

ある。二つ目は社会福祉事業の充実・拡大を進めるとともに今回新たな責務と位置づけられ

た「地域における公益的な取組み」により地域の福祉サービスに貢献していくことである

(日常生活・社会生活上の支援が必要な人に無料または低額な料金により福祉サービスを提

供すること・他法人との連携協働による地域福祉ニーズへの対応・自法人がおこなう事業実

践等に関する積極的な情報発信・実践している社会福祉事業のサービスの質の向上、三つめ

は事業運営の透明性の向上です。(財務諸表の公表等。) 

今回の最大の改正点は、現行制度で諮問機関である評議員会が理事会に代わる必置の最

高決議機関となることです。社会福祉法人改革については２８年度一部実施され、２９年度

は本格的に実施となり、この改革に向けた取り組みをしていく必要がある。具体的には定時

評議委員会の開催・理事、監事の選任・社会福祉充実残額・現況報告書並びに貸借対照表及

び収支計算書についてインターネットを活用して公表・適正かつ公正な支出管理・社会福祉

充実計画の作成・地域における公益的な取組を実施する責務等となっています。 

以上のように社会福祉法人の財務の在り方や法人経営の透明性、新たな福祉課題への取

組みなどについてあたらしい時代の社会福祉法人として、「地域における公益的な取組を実

現する責務」が規定され、制度の狭間を埋めるようなことについて積極的な対応が求められ
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ておりこれらを積極的に推進するに努めます。 

５）持続可能な法人を目指して中期経営計画の策定と経費削減策 

①中長期経営（財務）計画の策定・・介護保険制度の見直しや老朽化が進む建物の維持し、

最良の状態でサービスを提供するためには、改修や設備その他固定資産物品の更新を計

画的に行う必要がある。このため、財源の確保及び設備更新の優先順位付した中期経営

(財務)計画（平成３０年度から５年間）作成する。 

②法人創立２５年を経過したことに伴い、建物、設備、備品の点検を常に心がけ、貴重な財

産を粗末にすることなく快適に使いつづけることが出来るよう必要な修繕と早ければ平

成３７年度中に予想される改築費約１２億円（特養５０床・短期１０床・デイサービス定

員３０人）に向けた計画策定を行う。 

③社会福祉法の一部改正や介護保険法の改正を受け、持続可能な法人となるため、時代の変

化に対応できるよう、各部署が一致団結し、自らの強みをしつかりアピールしながら、特

色を作り上げていくように努めなければならない。 

６)地域密着型施設の一体的運営 

平成２６年度より省令改正により、一部ユニット型施設等の類型が廃止されたことによ

り一部ユニット型施設では「ユニット型部分」と「ユニット型以外の部分」を指定更新時の

２６年度から其々別の施設として指定される事になりました。このことによりユニット型

のさくらんぼの家は２０床であるため、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」事

業所となり小規模多機能居宅介護事業所桜花と同じく地域密着型事業所として新たなスタ

ートを切ることになりました。この事によるメリットは両方の事業所の介護職員が其々の

事業所の人員基準を満たしているときは双方の職務に従事しいも良いという点です。今後

はこの２つの事業所がより一層連携し、桜花の利用者が在宅での生活が困難になった場合

馴染みの職員がお世話をする事によってスムーズな在宅から施設への入所が可能になるよ

う努める。 

７）電子システム等の導入に向けた検討 

①介護記録業務の効率化による業務の省力化に向けた取り組みの検討を行う。 

記録のデータ化と見える化、データ活用による効果的なケアの実践のための体制づくり

などの推進。 

②介護ロボットの導入及び各種の IT化の検討 

８）施設維持管理体制の強化 

さくら苑の建物が２５年目をむかえており、居室床面、玄関屋根等の建物付属設備等の劣

化が進行しており各種の修繕等により経年劣化等による障害発生を未然に防ぐ予防保全に
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努めていきます。今年度は特に玄関前の屋根及び従来型特養の屋根及び床の修繕等に努め

たいと思います。また、今後の大規模修繕及び設備更新に係る計画と資金調達計画の策定に

ついて改築計画と連動しながら推進します。 

９）きすき福祉会土地の取得等の課題 

①雲南市は行財政改革の一環として、市内の社会福祉施設等に無償貸与している土地を

有償化する方向が決定。きすき福祉会は平成２５年５月から土地代を使用料として支払

をしている。 

②課題として、平成６年に竣工したさくら苑、デイサービス部分のほとんどが土砂災害危

険区域にあり今後施設の建て替えの場合、国等の補助金対象にはなるにはかなりのハー

ドルがあると考えられる。従って今後立替の場合別の場所での建設を検討する必要があ

る。現段階では次期建設場所は現在の高齢者交流施設での２階建ての建設が有力である

と考えられる。将来購入をする場合は現段階では土砂災害危険区域外のさくらんぼの家

（平成１９年竣工）、桜花の土地及び交流施設周辺のみとするのが妥当と考えられる。 

③現段階では土地購入ではなく有償貸与（使用料）であるが将来的に安全な部分の購入の

検討が必要であり、今後も雲南市、島根県等関係機関と引き続き協議する必要がある 

１０）地域の福祉ニーズに応じた事業の展開による高齢者の在宅生

活の継続への支援（地域包括ケアシステムの構築に向けて） 

①地域包括ケアの新たな事業展開の検討・実施 

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護予防、住まい、生活支援サービス

が切れ目なく提供される「地域包括支援システム」の実現に向けた取り組みがすすめられ

ている。このような動向を踏まえ、福祉会の機能を活かし、雲南市等と連携し地域包括ケ

アシステムの構築のための新たな事業展開を目指します。 

②平成３０年度も引き続き、さくら苑隣接地に小規模多機能居宅介護事業所桜花を中心に

これまでの高齢者支援のノウハウを活用し、地域のなかの事業所として、「利用者個々の

生活スタイルを尊重したサービスを行うこと」「24 時間３６５日のサービスを提供する事

で地域の住み慣れた環境で暮らし続ける地域づくりを支援する」ことをコンセプトとし

て地域に根ざした事業展開を行う。 

③木次町デイサービスにおいては機能訓練の強化等を推進し中重度の方への積極的なデイ

サービス事業の実施により在宅生活の継続の支援に努める。 

④居宅介護支援事業及び短期入所事業(介護予防短期入所事業、短期入所事業)の積極的な推

進により地域の拠点施設として雲南市・広域連合・関係施設、事業所と連携を図りながら

地域における福祉ネットワークや在宅福祉の支援を視野に入れた事業展開を推進する。 

⑤ボランティアの積極的な受入れや地域福祉のニーズの把握と先駆的な事業への取り組み
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を検討します。 

 (施設の持っている人的資源ならびに物的資源を有効に活用し、取り組みの中で地域福祉

に貢献すると共に本部機能を強化し、地域の特性にあった新たな事業展開方策を検討し

ます。) 

⑥在宅中重度者への支援強化介護保険サービスの充実が求められる中重度者、特に在宅中

重度者については、居宅サービス（通所介護・短期入所生活介護）充実につとめ在宅生活

継続のための支援強化を図ります。また難病やがんの末期患の要介護者など医療ニーズ

と介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者には、居宅支援事業所を通じて医療機関や訪問

看護ステーション等との連携体制を強化し、安全かつ適切なサービス提供に努めます。 

１１）働きやすい職場づくり及び人材育成 

①休暇制度、健康管理、メンタルヘルス対策の充実に努めるとともに、職員交流の機会を増

やすなど、働きやすい職場環境づくりを目指す。 

②職員互助会、職場風土改善委員会活動の充実、強化に向け、協力、支援を行う。 

③労働法規の遵守・職員の定着とはたらきがいのある職場づくり・・・職場風土改善委員会

の活用・・メンタルヘルスケア・福利厚生事業の実施 

④女性を中心にワークライフバランス（仕事と生活の両立）に配慮した職場環境の確保や職

場の支援、またライフスタイルによって多様な勤務を選択できる体制を構築に向けた検

討。 

⑤介護負担軽減のための機器の導入…介護ロボット等の活用の検討 

⑥働きやすい職場作りづくりのため、メンタルヘルス、ハラスメントの把握と対策の実施。 

⑦職員が「やりがい」「自己成長」を感じる職場づくり 

⑧いろいろな生き方に対応できる人事制度を作る。 

⑨世間水準、事業実績を踏まえた昇給管理(柔軟性と透明性の確保) 

⑩サービス実践を基礎とした評価と本人へのフィードバック(仕事の評価と育成) 

 


